
専
門
家
会
議
の
議
論
の
中
で
、
ム
ナ
カ
タ
の
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
関
わ
り
が
議
論
さ

れ
る
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
沖
ノ
島
で
の
祭
祀
が
「
国
家
的
（
国
家
型
）
祭

祀
」
で
あ
る
と
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
少
な
く
と
も
中
央
集
権
国
家
体
制
が
出

来
つ
つ
あ
る
中
で
の
国
家
が
関
係
し
た
祭
祀
の
あ
り
方
は
、
中
央
集
権
国
家
の
出

先
機
関
で
あ
る
「
大
宰
府
」
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
、
語
れ
な
い
の
で
は
な
い

か
、
つ
ま
り
「
大
宰
府
」
を
資
産
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

現
在
、
推
薦
書
第
2

章
の
「
歴
史
と
発
展
」
の
中
で
、
国
家
が
関
与
し
た
祭
祀
で

あ
る
こ
と
は
記
述
し
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
百
済
と
の
交
流
を
契
機
に
、
交
流
の
成
就
と

航
海
の
安
全
を
祈
る
祭
祀
が
開
始
さ
れ
、
そ
う
し
た
古
代
祭
祀
の
発
展
過
程
が
良

好
に
残
さ
れ
た
祭
祀
遺
跡
の
中
で
見
て
取
れ
る
こ
と
も
謳
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
と

「
大
宰
府
」
と
の
関
係
に
な
る
と
史
料
的
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
と
い
う
か
、
あ
っ

た
か
•
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
形
で
言
え
ば
、
行
政
的
に
は
「
大
宰
府
」
の
管
轄
内
の
出

来
事
で
あ
り
、
承
知
し
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
祭
祀
の
あ
り
方
、
つ

ま
り
沖
ノ
島
祭
祀
が
百
済
と
の
交
流
を
契
機
に
大
規
模
な
奉
献
品
を
用
い
た
祭

祀
が
行
わ
れ
た
の
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
ム
ナ
カ
タ
地
域
と
の
直
接
的
な
関
係
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
出
先
機
関
は
関
与
し
て

太
政
官
符

例
え
ば
、
日
本
古
代
の
賤
民
の
う
ち
「
氏
賤
」
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
と
き
、
史
料

的
に
唯
一
存
在
が
証
明
さ
れ
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
『
類
緊
三
代
格
』
巻
第
一
、

神
社
事
の
寛
平
五
（
八
九
一
―
-
）
年
十
月
二
十
九
日
の
太
政
官
符
で
そ
の
こ
と
を
見
て

み
よ
う
。応

レ
充
コ
行
宗
像
神
社
修
理
料
賤
代
待
丁
事
→

カ
ネ
ノ
ミ
サ
キ

従
レ
良
賤
十
六
人
。
正
丁
。
在
筑
前
国
宗
像
郡
金
埼
一

シ
キ
ノ
カ
ミ
ノ

充
二
行
径
丁
―
「
+
」
八
人
。
大
和
国
城
上
郡
四
人
。
高
市
郡
二
人
。
十
市
郡
二
人

右
得
二
彼
杜
氏
人
従
五
位
下
守
右
少
弁
兼
大
学
頭
高
階
真
人
忠
峯
等
解
状
僻
唸

件
神
坐
二
大
和
国
城
上
郡
之
内
―
。
与
下
坐
二
筑
前
国
宗
像
郡
一
従
一
位
勲
八
等
宗
像

ミ
コ
ノ
リ
玉
ハ
ク
イ
マ
シ
ミ
ハ
シ
ラ
ノ
カ
ミ

大
神
上
同
神
也
。
旧
記
云
。
是
天
照
大
神
之
子
也
。
大
神
勅
日
。
汝
一
―
―
神

ス
メ
ミ
マ
ノ

ア
モ
リ
マ
シ
テ
ノ
ニ
マ
ッ
リ
テ
ミ
コ
ト
ヲ
ミ
タ
メ
ニ
ノ
ィ
ッ
カ
レ
ヨ
ト
玉
ヘ
リ

降
己
居
道
中
―
。
奉
レ
助
一
天
孫
―
。
為
―
―
天
孫
所
崇
祭
者
。
今
国
家
鋸
レ
有
梼
請
一
奉
コ

ヨ
シ

幣
件
神
。
是
其
本
縁
也
。
唯
筑
前
社
有
＿
一
封
戸
神
田
―
。
大
和
社
未
レ
預
―
―
封
例
―
。
囚

ノ
ミ
コ
ノ

レ
翠
忠
峯
等
始
祖
太
政
大
臣
浄
広
登
高
市
皇
子
命
。
分
二
氏
賤
年
輸
物
忍

P

レ
修
コ

理
神
舎
―
。
以
為
永
例
而
年
代
久
遠
。
物
情
解
体
。
氏
衰
路
逝
。
不
レ
堪
―
―
催
発
―
°

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ム
ナ
カ
タ
と
ヤ
マ
ト
王
権
に
つ
い
て
の
一
試
論

磯
村

幸
男

ー



関
係
と
身
分
を
世
襲
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

須
下
依
―
―
貞
観
十
「
八
」
年
六
月
廿
八
日
格
―
。
申
年
唄
祖
神
封
物
―
。
以
充
中
修
理
料
上

0

ミ
ア
ラ
カ

而
大
神
宮
事
既
異
二
諸
社
―
。
氏
人
等
狐
疑
猶
豫
。
空
経
―
―
年
序
―
。
所
レ
在
神
舎
既
致
ニ

破
壊
。
今
件
賤
同
類
蕃
息
已
有
其
数
。
望
請
。
進
件
賤
為
レ
良
。
将
公
？
備
一

調
庸
。
其
代
永
請
随
近
係
丁
一
以
充
―
―
修
理
料
。
謹
請
一

―
二
位
兼
行
左
近
衛
大
将
皇
太
子
側
陸
奥
出
羽
按
察
使
源
朝
臣
能
有
宜
。
奉
レ

依
レ
請
者
。
初
須
下
件
待
丁
待
二
彼
氏
高
階
真
人
長
者
井
神
主
等
共
署
申
請
一
充
占

之
。
差
充
之
後
不
レ
得
―
―
―
諏
差
―
―
他
役
―
。
但
其
死
閾
及
考
日
老
之
代
。
又
同
待
レ
請
充

レ
之
。
永
以
為
レ
例
。

寛
平
五
年
十
月
廿
九
日

勅

官
裁
者
。
大
納
言
正

こ
の
内
容
は
、
宗
像
大
神
を
祭
る
大
和
国
城
上
郡
の
宗
像
神
社
（
大
和
社
）
は
高

市
皇
子
を
祖
と
す
る
高
階
氏
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
お
り
、
本
社
で
あ
る
筑
前
国
の

宗
像
社
に
は
封
戸
神
田
が
あ
る
が
、
大
和
社
に
は
な
い
の
で
高
階
氏
の
氏
賤
の
年

輸
物
を
分
け
て
神
舎
の
修
理
料
と
し
て
き
た
こ
と
、
年
を
経
て
修
理
料
を
充
て
ら

れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
神
舎
は
壊
れ
た
状
態
に
あ
る
の
で
、
件
の
氏
賤
の
同
類
で
宗

像
郡
金
埼
に
い
る
者
を
従
良
し
、
そ
の
調
庸
を
使
い
、
大
和
国
内
の
係
丁
を
使
役
し

て
修
理
を
行
う
こ
と
を
請
願
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
声
回
階
氏
の
氏
賤
は

分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
氏
宗
家
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
子
孫
は
蕃
息
し
な
が
ら
所
有

ま
た
、
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

八
月
辛
巳
。
筑
前
国
宗
形
郡
大
領
外
従
六
位
下
宗
形
朝
臣
深
津
授
―
―
外
従
五

位
下
―
°
其
妻
尤
位
竹
生
王
従
五
位
下
。
並
以
下
被
二
僧
寿
応
善
誘
浩
ご
金
埼
船

金
埼
、
現
在
の
福
岡
県
宗
像
市
鐘
崎
は
、
響
灘
に
突
き
出
し
た
岬
に
位
置
し
て

お
り
、
船
舶
航
行
の
難
所
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
宗
形
朝
臣
深
津
と
そ
の
妻
の
竹
生

王
は
、
こ
こ
に
船
舶
の
碇
泊
す
る
場
所
を
造
っ
た
功
に
よ
り
授
位
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
宗
形
朝
臣
深
津
の
妻
が
無
位
な
が
ら
王
を
名
乗
る
皇
室
所
縁
の
者
で
あ

り
、
授
位
後
は
深
津
よ
り
も
高
位
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大

系
本
『
続
日
本
紀
』
四
の
補
注
で
は
、
宗
形
氏
が
天
武
天
皇
の
子
供
で
あ
る
高
市
皇

子
の
母
親
を
出
し
て
い
る
縁
か
ら
、
「
王
族
と
く
に
高
市
皇
子
の
後
裔
と
特
別
の
関

係
」
が
あ
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
。
た
だ
竹
生
王
が
他
の
史
料
に
見
え
な
い
の
で
高
市

皇
子
と
の
関
係
は
不
詳
で
あ
る
。
宗
形
氏
と
高
市
皇
子
後
裔
と
の
交
流
に
つ
い
て

は
、
長
屋
王
（
皇
子
の
子
供
）
家
出
士
の
木
簡
に
よ
っ
て
宗
像
郡
か
ら
の
貢
進
物
が

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
類
推
す
る
と
、
高
市
皇
子
を
祖
と
す
る
高

階
氏
の
氏
賤
の
一
部
が
こ
の
地
域
に
在
住
し
、
海
産
物
の
調
達
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
ム
ナ
カ
タ
地
域
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
直
結
す
る
関

係
に
あ
り
、
沖
ノ
島
祭
祀
は
、
行
政
組
織
に
の
っ
た
祭
祀
の
構
造
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト

王
権
直
結
、
と
い
う
よ
り
皇
室
直
結
に
よ
り
行
わ
れ
た
祭
祀
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
類
緊
―
―
一
代
格
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
正
に

「
奉
助
天
孫
。
為
天
孫
所
崇
祭
者
。
」
と
云
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

瀬
上
也
。
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